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ただし。公共用歩廊その他これに類する建築物の部分につい

ては、この限りではない 

 

そ の 他 の 場 合

字 界 、 町 界 等 の 行 政 界 を 境 界 と す る 場 合

道路・河川等幅を有する地形地物の中心を境界とする場合
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計 画 図  S=1:2,500  ア－イ点間は、道路北端より２．５ｍとする。 

ウ－エ点間は、道路南端より２．５ｍとする。 

オ－キ－ナ－カ点間は、喜多町一丁目１４５、若宮町二丁目８６、同８５、若宮町

一丁目５９、喜多町二丁目１４７、同１４６及び同１４５と、喜多町一丁目１－１、

同１－２、同３－２、同４－２、同５－２、若宮町二丁目７７－１、同７６－１、

同７５－１、若宮町一丁目４７－１、同４８－１、同３５－２、同３５－４、喜多

町二丁目１３５－１、同１３３、同１３４及び同１４０－１の筆界とする。 

キ－ク点間は、旧道路中心線とする。 

ケ－コ点間は、道路（市道西町若宮線）東端より３ｍとする。 

サ－シ点間は、道路（市道神明線）中心線の延長とする。 

ス－セ点間は、西町一丁目７０－１、同９２－１、同９３－１、同９４－１及び同

２０３と、西町一丁目７１－５、同７１－２、同９０、同８９、同８８、同１５６

－１及び同１１２の筆界とする。 

ソ－タ点間は、赤道及び神明町一丁目４４と西町一丁目１３４－１、同１３４、同

１３３、神明町一丁目５５、同５２、同５１－１、同５１－２、同４３、同４１、

同４０－２、同４０－１、同３９、同３８及び同３７の筆界とする。 

チ－ツ点間は、ツ点から道路（都市計画道路竹生線）の中心線への垂線とする。 

ツ－テ点間は、道路（市道豊田駅前１号線）の北側道路端とする。 

テ－ト点間は、テ点から道路（都市計画道路昭和町線）の中心線への垂線とする。

ナ－ニ点間は、喜多町２丁目１４０－１、同１００、同１００－１、同１０１と、

喜多町二丁目１３４、同９９、同９８－１の筆界とする。 

ニ－ヌ点間は、ニ点から道路（都市計画道路豊田市停車場線）の中心線への垂線と

する。 

ネ－ノ点間は、旧道路中心線とする。 
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